
○大府市軽度・中等度難聴児支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の

購入に係る費用又は修理に係る費用の一部を助成することにより、軽度・中等度難聴児の

言語習得及び教育における健全な発達を支援することを図ることを目的として実施する

大府市軽度・中等度難聴児事業（以下「事業」という。）に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （対象者） 

第２条 事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、本市に居住し、住民基本台帳

法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている１８歳未

満の者のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 両耳の聴力レベルが３０デシベル以上で、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない者であること。 

 ⑵ 身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する医師又は障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項に規定する

指定自立支援医療機関の医師（以下「医師」という。）が、補聴器の装用により、言語

の習得等一定の効果が期待できると判断した者であること。 

２ 前項に該当する者のうち、対象者が労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）

その他法令の規定に基づき、補聴器購入費の助成を受けている者は、同項の規定にかかわ

らず、対象者としない。  

 （対象となる補聴器） 

第３条 助成の対象となる補聴器は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定

等に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２８号。以下「告示」という。）別表に

定める補聴器とする。 

 （対象となる経費） 

第４条 事業の対象となる経費は、新たに補聴器を購入する経費又は修理に係る経費（第７

条第３項に規定する助成券を用いて購入した補聴器の修理に係る経費に限る。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象者が、第７条第３項に規定する助成券を用いて補聴器を

購入してから５年を経過していない場合は、新たな補聴器の購入に係る経費は、助成の対

象としない。 

 （助成金の額） 

第５条 助成金の額は、別表に定める基準価格に１００分の１０６（告示第４項に規定する

購入等にあっては１００分の１１０、告示第５項に規定する購入等にあっては１００分の

９５）を乗じた額と補聴器の購入又は修理に要する額のいずれか低い方の額に、３分の２

を乗じた額（１，０００円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。）とする。 

 （申請） 

第６条 事業を利用しようとする対象者の保護者（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）



第６条に規定する保護者をいう。）は、大府市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申

請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。 

 ⑴ 医師が、対象者の聴力検査を実施した上で交付した大府市軽度・中等度難聴児補聴器

購入費等助成に係る意見書（第２号様式。以下「医師意見書」という。） 

 ⑵ 医師意見書に基づき、補聴器販売業者（本市の補装具費の支給に係る代理受領の合意

をしている業者をいう。）が作成した見積書及び内訳書 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、補聴器の修理に係る助成の場合は、医師意見書の提出を要し

ないものとする。 

 （決定通知等） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、事業

の利用を決定したときは、大府市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書（第

３号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、審査の結果、事業の利用を却下したときは、大府市軽度・中等度難聴児補聴器

購入費等助成却下決定通知書（第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により事業の利用を決定したときは、申請者に対し、大府市軽度・

中等度難聴児補聴器購入費等助成券（第５号様式。以下「助成券」という。）を交付する。 

（補聴器の購入又は修理） 

第８条 前条第１項の規定により決定の通知を受けた者（以下「受給者」という。）は、補

聴器の購入又は修理を行う業者（以下「納入業者」という。）に、助成券を提出するとと

もに、補聴器の購入又は修理に係る費用から助成金の額を差し引いた額を支払うものとす

る。 

 （費用の請求） 

第９条 前条の規定により補聴器の購入又は修理を行った納入業者は、市長に対し、大府市

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費用請求書（第６号様式）に必要事項を記入した

助成券を添えて助成金を請求するものとする。 

 （譲渡等の禁止） 

第１０条 受給者は、給付された補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は

担保に供してはならない。 

 （給付費用の返還） 

第１１条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により助成を受け、又は前条の規定に違

反したと認めるときは、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができ

る。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



 （要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱

の規定に基づき、既になされた申請は、この要綱の失効後も、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、令和２年１２月２５日から施行し、令和元年１０月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１０月２２日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 費用の額の基準（第４条、第５条関係） 

名称 

一台当た

りの価格

（円） 

付属品 
耐用

年数 
備考 

高度難聴用 

ポケット型 

44,000 電池 

イヤモー

ルド 

5年 上限価格は電池、骨導レシーバー

又はヘッドバンドを含むものであ

ること。ただし、電池については

補聴器購入時のみの付属品であ

り、修理による支給は認められな

いこと。 

身体の障害の状況により、イヤモ

ールドを必要とする場合は、告示

別表の３修理基準（８）その他（以

下「修理基準」という。）の表に掲

げる交換の額の範囲内で必要な額

を加算すること。 

ダンパー入りフックとした場合

は、250円増しとすること。 

平面レンズを必要とする場合は、

修理基準の表に掲げる交換の額の

範囲内で必要な額を、また、矯正

用レンズ又は遮光矯正用レンズを

必要とする場合は、眼鏡の修理基

準の表に掲げる交換の額の範囲内

で必要な額を加算すること。 

難聴用耳かけ型で受信機、オーデ

ィオシュー、ワイヤレスマイクを

必要とする場合は、修理基準の表

に掲げる交換の額の範囲内で必要

な額を加算すること。 

デジタル式補聴器で、補聴器の装

用に関し、専門的な知識・技能を

有する者による調整が必要な場合

は2,000円を加算すること。 

高度難聴用 

耳かけ型 

46,400 

重度難聴用 

ポケット型 

59,000 

重度難聴用 

耳かけ型 

71,200 

耳あな型 

（レディメ

イド） 

92,000 

耳あな型 

（オーダー

メイド） 

144,900 電池 

骨導式 

ポケット型 

74,100 電池 

骨導レシ

ーバー 

ヘッドバ

ンド 

骨導式眼鏡

型 

126,900 電池 

平面レン

ズ 

１ 修理にかかる費用の額の基準については、修理基準の表に掲げる交換の額の

範囲内で必要な額を加算すること。 

２ 費用の額の基準の算定は、告示第３項、第４項及び第５項の規定を準用する。 

３ 「高度難聴用」とあるのは、「軽度・中等度用」を含む。


